
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年４月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１０月８日 ０４時３２分ごろ 

発生場所 静岡県沼津市大瀬
お お せ

埼北東方沖  

伊豆大瀬埼灯台から真方位０４２°１.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°０３.１′ 東経１３８°４８.７′） 

事故の概要  遊漁船舵
かじ

丸は、南西進中、また、プレジャーヨットKai
カ イ

は、漂泊

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年１０月１１日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 遊漁船 舵丸、７.９トン 

   ２４１－１１８８５静岡、個人所有 

Ｂ プレジャーヨット Kai、５トン未満（長さ７.７７ｍ） 

２５３－９９９３静岡、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部に破損、マストに折損、スタンションに曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員１人が乗り組み、釣り客８人を乗せ、法

定灯火を表示して南西進中、船長Ａが、３Ｍレンジとしたレーダーで

船首方に船らしき映像を認めたものの、その後、映像が確認できなく

なったので、前路に他船はいないものと思い、航行していたところ、

その船首部とＢ船の右舷船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、法定灯火を表示し、帆を畳んだ

状態で主機を中立運転とし、船首を北西方に向けて漂泊していた。 

船長Ｂは、周囲に他船を見掛けなかったので、キャビン内で休息を

とっていたところ衝撃を受け、キャビンから甲板に出てＡ船と衝突し

たことを知った。 

船長Ｂは、本事故当時、数分おきにキャビンから顔を出して周囲を

見渡していたが、Ａ船に気付かなかった。 

分析  

 

 Ａ船は、船長Ａが、レーダーで船首方に認めた映像を確認できなく

なった際、前路に他船はいないものと思い、船首方の見張りを適切に

行っていなかったことから、前路で漂泊中のＢ船に気付かずに航行

し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 



 

 Ｂ船は、船長Ｂが、周囲に他船を見掛けなかったので、キャビン内

で休息をとっていて見張りを適切に行っていなかったことから、接近

するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が南西進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａ及び船長

Ｂがいずれも見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突した

ものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、前路で漂泊中の他船を見落とさないよう常時適切な見

張りを行い、レーダーで前路に認めた映像を確認できなくなった

場合、ＦＲＰ船がレーダーに映りにくいことを踏まえ、レーダー

レンジを小さくしたり、感度調整を行ったりすること。 

 ・漂泊中、周囲に他船を見掛けない場合であっても、間隔を空けず

に周囲を確認するなど、常時適切な見張りを行うこと。 

 


